
令和４年度新潟地方最低賃金審議会第２回新潟県自

動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業最低賃

金専門部会議事要旨 

開催日時 出席状況 

 

令和４年10月25日 13時00分～16時00分 公益２/３ 労働者側３/３ 使用者側３/３  

 ○主な審議事項 
  １ 特定最低賃金の改正に係る審議について 
   ・事務局から他局の答申状況の報告を行った。 
   ・全体での審議後、労使別個別協議を行い、双方から引上げ額の提示があった。 
   ・提示額に相当な開きがあることから、次回も審議を継続することとした。 
  ２ その他 
   ・第3回専門部会：10/28 AM 
 
 ○主な意見の要旨 
  １ 労働者側委員の主張 
   ・特賃は県最賃よりも優位である。現状の行先は厳しい。 
   ・個別折衝により、＋30円引上げの時間額966円を提示した。 
  ２ 使用者側委員の主張 
   ・大変厳しい状況であるが、県最賃の引上げ幅も考慮したい。 
   ・個別折衝により、＋22円引上げの時間額958円を提示した。 
 

 

 

 

 


